
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和６年８月２７日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 おくだけんじ

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

本市のＳＮＳ運用および情報発信について

⑴ 現在はどのようなＳＮＳで何件のアカウントを運用し

ているか。

⑵ 現在運用しているＳＮＳアカウントの目的は何か。

⑶ ＳＮＳの運用による情報発信によりどのような効果が

出ているか。

⑷ ＳＮＳについて調査研究をしているか。

⑸ 今後どのようにＳＮＳを活用していくことを考えてい

るか。

２

長久手の土産について

⑴ 長久手の土産はどこで買えるか。

⑵ 土産をまとめて販売する場所を作れないか。

⑶ 土産は重要な観光資源であると考えるが、本市の考え

はどのようか。

３

税収を増やすための取り組みについて

令和６年３月議会の一般質問にて「税収を増やすことを

目的とした部署を設置しないか」という問いに対し「設置

する予定はない」との答弁があったが、令和６年６月議会

において市長から「税収を増やすことを目的とした部署を



設置しようと考えている」旨の発言があった。

⑴ ３月議会の答弁と６月議会の答弁が異なる理由はどの

ようか。

⑵ 税収を増やすことを目的とした部署を設置するのか。

⑶ 具体的にはどのようなことを行うことを考えている

か。

⑷ 設置するのであれば、部署設置までのスケジュールは

どのようか。


